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目
次

1　

序

2　

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
変
化

　

2
・
1　

管
理
手
数
料
（
実
施
料
率
を
含
む
）
の
引
き
下
げ
と
種
目
細
分
化

　

2
・
2　

管
理
委
託
範
囲
の
選
択
サ
イ
ク
ル
の
短
縮

　

2
・
3　

信
託
契
約
申
込
金
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無
料
化
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・
4　

管
理
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託
選
択
範
囲
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縛
り
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2
・
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作
者
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用
範
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拡
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分
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託
範
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細
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用
割
合
の
反
映

　
　

2
・
8
・
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放
送
の
包
括
使
用
料
に
お
け
る
利
用
割
合
の
反
映

　
　

2
・
8
・
2　

イ
ベ
ン
ト
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
包
括
使
用
料
に
お
け
る
利
用
割
合
の
反
映
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の
特
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3
・
1　

Ｊ
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特
徴
的
な
強
み

　
　

3
・
1
・
1　

信
託
方
式
の
管
理

　
　

3
・
1
・
2　

非
営
利
の
一
般
社
団
法
人

　
　

3
・
1
・
3　

信
託
者
の
信
託
者
に
よ
る
信
託
者
の
た
め
の
管
理
団
体

　
　

3
・
1
・
4　

完
備
さ
れ
た
全
国
規
模
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
　

3
・
1
・
5　

充
実
な
海
外
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

3
・
2　

N
exTone

の
強
み

　

3
・
3　

音
楽
著
作
権
管
理
競
争
の
行
く
末

　
　

3
・
3
・
1　

既
存
管
理
団
体
間
の
競
争

　
　

3
・
3
・
2　

伝
統
を
刷
新
す
る
ラ
イ
ツ
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
成
長

　
　

3
・
3
・
3　

著
作
権
集
中
管
理
の
変
容
を
引
き
起
こ
す
Ａ
Ｉ
作
曲
技
術
の
進
歩
と
応
用

　
　

3
・
3
・
4　

新
た
な
パ
ワ
ー
と
伝
統
的
な
パ
ワ
ー
の
ぶ
つ
か
り
合
い

4　

結
び

3　

現
存
管
理
事
業
者
の
特
徴
と
管
理
競
争
の
行
く
末

本
章
で
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
及
び
競
争
関
係
に
あ
るN

exT
one

の
強
み
を
考
察
し
た
う
え
で
、
近
い
将
来
に
お
け
る
両
者
の
競
争
、

更
に
新
た
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
成
長
に
伴
う
遠
い
将
来
に
お
け
る
音
楽
著
作
権
管
理
競
争
の
変
容
に
つ
い
て
、
予
測
を
交
え
な
が
ら
検
討

す
る
。
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3
・
1　
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
特
徴
的
な
強
み

信
託
方
式
の
管
理
、
非
営
利
の
一
般
社
団
法
人
に
よ
る
会
社
経
営
の
ジ
レ
ン
マ
回
避
、
成
熟
し
た
組
織
体
制
、
全
方
位
の
管
理
範
囲
、

外
国
管
理
団
体
と
の
提
携
体
制
、
違
法
利
用
対
策
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
強
み
が
表
れ
て
い
る
。

3
・
1
・
1　

信
託
方
式
の
管
理

著
作
権
の
管
理
方
法
は
、「
信
託
」
方
式
と
、
取
次
や
代
理
等
の
「
委
任
」
方
式
が
あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
、
一
九
四
〇
年
の
業

務
開
始
か
ら
一
貫
し
て
、「
信
託
」
方
式
を
用
い
て
音
楽
著
作
権
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
。「
信
託
」
と
は
分
か
り
や
す
く
い
う
と
、

「
自
分
の
大
切
な
財
産
を
、
信
頼
で
き
る
人
に
託
し
、
自
分
が
決
め
た
目
的
に
沿
っ
て
大
切
な
人
や
自
分
の
た
め
に
運
用
・
管
理
・
継

承
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
制
度
で
あ
る）1
（

。
即
ち
、
楽
曲
の
権
利
者
（
受
益
者
）
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
信
託
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
を
信
頼
し
楽
曲
の
著
作
権
を
信
託
財
産
と
し
て
託
し
、
収
益
を
管
理
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
の
歴
史
に
お
い
て
、
信
託
契
約
を
結
び
著
作
権
の
受
託
者
と
し
て
楽
曲
の
管
理
を
行
っ
て
き
た
の
は

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
み
で
、
委
任
方
式
の
競
合
管
理
事
業
者
（
現
時
点
の
競
合
事
業
者
はN

exT
one

の
み
）
よ
り
、
完
全
な
管
理
役
務
を

提
供
で
き
て
い
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。

著
作
権
信
託
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
著
作
権
は
信
託
法
の
適
用
を
受
け
、
受
託
者
で
あ
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
移
転
す
る
一
方
、
信
託
財

産
と
な
っ
て
受
託
者
の
財
産
と
は
区
別
さ
れ
、
万
が
一
受
託
者
が
破
産
し
て
も
差
押
え
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
収
益
（
分
配
使
用
料
）

と
と
も
に
、
信
託
者
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
。
更
に
、
受
託
者
で
あ
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
信
託
期
間
中
に
、
著
作
権
の
持
ち
主
と
な
る

の
で
、
違
法
利
用
等
に
対
し
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
判
断
で
迅
速
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ま
た
、
裁
判
に
大
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き
な
リ
ソ
ー
ス
が
要
さ
れ
る
の
で
、
実
際
に
は
訴
訟
面
の
能
力
も
必
要
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
こ
と
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
著
作
権
管
理
の

特
徴
的
な
強
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
同
じ
管
理
業
務
と
い
っ
て
も
、
委
任
方
式
のN

exT
one

と
の
本
質
的
な
違
い
を
も
た
ら
し
て

い
る）2
（

。

3
・
1
・
2　

非
営
利
の
一
般
社
団
法
人

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
非
営
利
一
般
社
団
法
人
へ
の
移
行
は
、
楽
曲
の
放
送
利
用
包
括
契
約
を
巡
る
排
除
措
置
命
令
取
消
審
判
の
最
中

（
二
〇
一
〇
年
）
に
行
わ
れ
た
。
規
制
緩
和
前
に
不
透
明
で
杜
撰
な
経
理
状
態
、
規
制
緩
和
後
に
高
額
の
手
数
料
と
高
い
利
益
率
を
指

摘
・
批
判
さ
れ
て
き
た
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
、
独
占
禁
止
法
違
反
で
排
除
措
置
命
令
を
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
が
、
非
営
利
一
般
社
団
法
人

へ
の
転
身
を
急
が
せ
た
ト
リ
ガ
ー
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
非
営
利
一
般
社
団
法
人
へ
の
転
身
は
、
信
託
者
の
利
益
の
確
保

や
収
支
の
透
明
化
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
頼
度
の
向
上
に
有
効
な
方
策
と
も
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
い
う
と
、
非
営
利
一
般
社
団
法
人
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
、
管
理
業
務
の
遂
行
に
実
際
に
要
さ
れ
た
費
用
を
除
き
、
余
剰
金

（
徴
収
し
た
管
理
手
数
料
と
実
際
の
業
務
遂
行
支
出
の
差
額
）
を
含
む
す
べ
て
の
使
用
料
収
入
を
、
す
べ
て
信
託
者
に
還
元
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
楽
曲
使
用
料
の
ほ
か
、
使
わ
れ
な
か
っ
た
管
理
手
数
料
の
部
分
も
還
元
さ
れ
る
の
で
、
信
託
者
に
と
っ
て
実
質
、
管
理

手
数
料
が
更
に
安
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
等
し
い
。
信
託
契
約
の
特
徴
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
の
関
係
に
お
い

て
、
信
託
者
は
同
時
に
受
益
者
で
も
あ
る
。

他
方
で
、N

exT
one

の
場
合
は
、
株
式
会
社
で
あ
る
た
め
、
そ
の
存
在
理
由
は
利
潤
の
最
大
化
で
あ
り
、
利
潤
は
最
終
的
に
は
株

主
に
帰
属
す
る
。
音
楽
著
作
権
の
管
理
業
務
も
、
株
式
会
社
に
と
っ
て
利
潤
を
追
求
す
る
た
め
の
商
品
（
役
務
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
法
人
の
性
質
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
委
託
者
へ
の
使
用
料
分
配
を
増
や
す
と
株
主
配
当
・
内
部
留
保
が
減
少
す
る
一
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方
で
、
株
主
配
当
・
内
部
留
保
を
増
や
す
と
委
託
者
へ
の
使
用
料
分
配
が
減
少
す
る
と

い
う
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
常
に
抱
え
る
。
対
照
的
に
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
信
託
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
の
非
営
利
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
た
め
、
既
述
の
よ
う
に
こ
の
よ
う

な
矛
盾
を
抱
え
な
い）3
（

。

3
・
1
・
3　

信
託
者
の
信
託
者
に
よ
る
信
託
者
の
た
め
の
管
理
団
体

「
プ
ラ
ー
ゲ
旋
風
」
に
対
抗
す
る
た
め
、
日
本
政
府
の
主
導
で
作
詞
家
、
作
曲
家
及

び
そ
れ
ら
の
団
体
代
表
者
た
ち
に
よ
り
共
同
で
設
立
さ
れ
た
日
本
初
め
て
の
音
楽
著
作

権
の
管
理
団
体
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
前
身
で
あ
る
大
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
で
あ
っ

た
。
同
協
会
は
も
と
も
と
楽
曲
の
信
託
者
に
よ
る
信
託
者
の
た
め
の
管
理
団
体
と
し
て

設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
系
譜
は
現
在
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
も
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
音
楽
作
家
や
音
楽
出
版
社
は
、
著
作
権
管
理
の
信
託
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
組

織
の
構
成
員
と
し
て
様
々
な
意
思
決
定
に
参
画
し
て
い
る
。
著
作
物
使
用
料
の
分
配
額

の
基
準
を
充
た
し
、
正
会
員
に
な
る
と
、
一
般
法
人
法
上
の
社
員
と
し
て
、
社
員
総
会

へ
の
出
席
、
議
決
権
の
行
使
、
理
事
・
監
事
・
会
長
の
選
任
資
格
な
ど
の
権
利
を
有
す

る
こ
と
に
な
る
。
社
員
総
会
は
、
一
人
一
票
の
世
界
で
あ
り
、
大
株
主
の
意
向
に
左
右

さ
れ
る
株
主
総
会
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
信
託
者
で
も
あ
る
社
員
側
の
要
望
や

意
向
を
直
接
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
理
事
会
と
約
款
委
員
会
と
い
う

約款委員会の構成（2021年 3 月時点） 理事会の構成（2021年 9 月時点）

（構成の統計画像は、2021年 9 月14日に開催された音楽著作権管理者養成講座における、
JASRAC 企画部⻑池上光朗⽒の説明資料より引用したものである。）

作詞者
4人

弁護士
3人

作曲者
5人

音楽出版社
4人

作詞者
6人

理事総数 30 人

外部有識者
4人

職員出身者
8人

作曲者
6人音楽出版社

6人
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二
つ
の
重
要
な
委
員
会
の
構
成
に
お
い
て
も
、
信
託
者
で
も
あ
る
正
会
員
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
私
的
独
占
と
い
う
独
占
禁
止
法
事
件
が
起
き
る
ま
で
、
新
規
管
理
事
業
者
の
影
が
薄
れ
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
唯
一

の
正
統
な
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
者
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
楽
曲
の
放
送
使
用
料
を
巡
る
独
占
禁
止
法

訴
訟
の
勃
発
に
よ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
以
外
に
も
選
択
肢
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
直
後
に
起
き
た
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
の
「
離
反
」
は
、
権
利
者
側
の
意
識
変
化
を
端
的
に
表
す
出
来
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
信
託
者
ら
に
と
っ
て
も
、
新
規
事
業
者
よ
り
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
管
理
手
数
料
は
、
更
に
引
き
下
げ
る
余
地
が
な

お
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
管
理
手
数
料
実
施
料
率
の
大
幅
な
引
き
下

げ
等
、
本
稿
（
1
）
で
紹
介
し
た
立
て
続
け
に
実
行
さ
れ
て
い
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
一
連
の
急
速
な
改
善
は
、
理
事
会
に
お
け
る
信
託
者

側
の
意
思
、
委
員
会
に
お
け
る
信
託
者
側
の
意
思
、
更
に
総
会
に
お
け
る
信
託
者
側
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

信
託
者
で
構
成
さ
れ
る
管
理
団
体
に
も
問
題
点
は
あ
る
が）4
（

、
し
か
し
信
託
者
の
信
託
者
に
よ
る
信
託
者
の
た
め
の
管
理
団
体
と
い
う

特
質
に
お
い
て
、
商
売
の
収
益
手
段
と
し
て
楽
曲
著
作
権
の
管
理
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
る
会
社
組
織
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

3
・
1
・
4　

完
備
さ
れ
た
全
国
規
模
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
東
京
圏
地
域
が
重
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
北
は
北
海
道
か
ら
、
南
は
那
覇
ま
で
、
実
に

全
国
各
地
に
支
部
を
置
き
完
全
に
カ
バ
ー
し
て
い
る
体
制
と
な
っ
て
い
る）5
（

。
こ
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
は
一
義
的
に
演
奏
権

の
管
理
に
必
要
な
体
制
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
他
の
支
分
権
に
対
す
る
権
利
侵
害
の
監
視
に
も
活
用
さ
れ
、
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
演
奏
権
等
」
の
管
理
は
「
設
立
以
来
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
存
在
意
義
の
根
幹
を
成
す
分
野
と
位
置
付
け
」
さ
れ
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て
い
る）（
（

。

本
稿
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
二
年
よ
り
従
来
の
「
演
奏
権
」
と
い
う
管
理
委
託
の

区
分
は
、
次
の
説
明
図
に
あ
る
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
た
。
演
奏
管
理
分
野
の
細
分
化
は
、
筆
者
が

二
〇
一
七
年
に
発
表
し
た
研
究
論
文
に
お
け
る
提
言
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る）7
（

。
細
分
化
に
よ
り
、

権
利
者
は
よ
り
選
択
し
て
委
託
し
や
す
い
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
競
争
者
のN

exT
one

に
も
、

演
奏
管
理
分
野
へ
参
入
す
る
扉
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

前
記
区
分
の
う
ち
、
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
た
な
く
て
も
、
利
用
者
や
興
行
団
体
の
協
力
等

に
よ
り
、
あ
る
程
度
管
理
で
き
る
項
目
も
あ
る
。
例
え
ば
、
大
型
の
コ
ン
サ
ー
ト
（
第
一
区
分
の

一
部
）
や
映
画
上
映
（
第
三
区
分
の
一
部
）
等
は
、
も
と
も
と
情
報
が
周
知
公
表
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
利
用
者
や
業
界
団
体
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
新
規
管
理
事
業
者
は

ア
タ
ッ
ク
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
各
地
に
散
在
す
る
社
交
場
に
お
け

る
演
奏
や
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
等
に
つ
い
て
、「
催
物
や
店
舗
の
情
報
収
集
、
利
用
許
諾
契
約

の
説
明
・
交
渉
、
使
用
料
の
請
求
、
督
促
、
債
権
確
保
な
ど
多
大
な
労
力
と
経
費
が
必
要
」
と
い

っ
た
実
務
上
の
問
題
が
付
き
纏
う
た
め）8
（

、
全
国
規
模
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
な
け
れ
ば
、

管
理
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い）9
（

。

全
国
各
地
ど
こ
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
で
あ
ろ
う
と
、
ど
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
あ
ろ

う
と
、
そ
の
使
用
料
を
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
、
確
実
に
徴
収
で
き
る
の
が
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
強
み

で
あ
る
。
現
実
社
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
空
間
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
楽
曲
の
不
正
利
用
が
発

第 1区分 第 2区分 第 3区分

・演奏会その他催物にお
ける演奏等
◆コンサートなどの各種

イベント
・第 2・第 3 区分に該当

しない演奏等
◆フィットネスクラブな

ど

・社交場における演奏等
◆クラブやライブハウス

など
・カラオケ機器を用いた

演奏等
◆ ス ナ ッ ク や カ ラ オ ケ

ボックスなど

・映画上映・ビデオ上映
◆映画館や店頭での上映

など
・遊技機上映・演奏

◆パチンコなど
・BGM

◆店頭での CD 再生など
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生
可
能
な
場
所
は
多
く
、
し
か
も
隠
蔽
性
も
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
察
知
す
る
方
法
と
し
て
、
フ
ァ
ン
等
か
ら
の
通
報
も

重
要
で
あ
る
が
、
各
地
に
事
務
所
や
潜
入
調
査
員
を
配
置
し
常
に
監
視
を
行
っ
て
い
る
全
国
規
模
の
監
視
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

今
ま
で
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
全
国
範
囲
で
実
施
し
て
き
た
「
集
中
ロ
ー
ラ
ー
」
作
戦
や
「
Ｇ
メ
ン
」）

10
（

の
配
置
が
業
界
で
は
有
名
な
話
で

あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
「
Ｇ
メ
ン
」
は
全
国
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
や
喫
茶
店
、
社
交
場
等
を
可
能
な
限
り
一
軒
一
軒
回
っ
て
無

断
利
用
が
な
い
か
を
調
べ
、
無
断
利
用
を
発
見
す
る
と
使
用
料
を
「
取
り
立
て
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）11
（

。
使
用
料
を
徴
収
で
き
な
い
場

合
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
訴
訟
ま
で
提
起
し
な
く
て
は
な
ら
な
い）12
（

。
こ
れ
ら
の
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
必
要
な
の
で
、
他
の
支
分

権
よ
り
も
管
理
手
数
料
率
が
高
く
な
る
の
も
頷
け
る
一
面
も
あ
る
。
ま
さ
に
長
年
構
築
し
て
き
た
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
培

っ
て
き
た
業
務
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
だ
か
ら
こ
そ
、
管
理
で
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い）13
（

。

他
方
で
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
再
び
独
占
禁
止
法
訴
訟
、
特
に
「
演
奏
権
等
」
の
管
理
分
野
ま
で
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
危
惧

し
、
本
稿
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
演
奏
権
に
関
わ
る
管
理
委
託
範
囲
の
細
分
化
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
競
争
者
（
実
際
はN

ex-

T
one

一
社
の
み
）
に
協
力
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
形
と
な
り
、
こ
れ
は
演
奏
管
理
分
野
へ
の
参
入
障
壁
を
大
き
く
緩
和
す
る
と
い
う

点
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
事
件
の
和
解
案
に
な
ら
っ
て
、
二
〇
二
一
年
四
月
一
日

よ
り
①
上
演
形
式
に
よ
る
演
奏
②
演
奏
会
に
お
け
る
演
奏
及
び
③
演
奏
会
以
外
の
催
物
に
お
け
る
演
奏
の
使
用
料
、
二
〇
二
二
年
一
〇

月
か
ら
カ
ラ
オ
ケ
包
括
使
用
料
（
通
信
カ
ラ
オ
ケ
機
器
）
に
つ
い
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
競
争
者
と
の
利
用
割
合
を
反
映
さ
せ
る
よ

う
な
形
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た）14
（

。
た
だ
、
前
記
の
管
理
分
野
に
お
い
て
、N

exT
one

の
管
理
す
る
楽
曲
の
利
用
割
合
は
ご
く
僅
か
で
、

ま
た
管
理
対
象
の
特
性
上
一
〇
〇
％
精
確
に
統
計
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、「
み
な
し
の
利
用
割
合
」
が
用
い
ら
れ
公
表
さ
れ
て
い

る
。
何
れ
も
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
管
理
楽
曲
の
利
用
割
合
は
「
九
九
．
九
九
％
」
と
し
て
算
出
さ
れ
て
お
り）11
（

、
数
値
的
に
は
象
徴
的
意
味
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合
い
が
窺
え
る）11
（

。

演
奏
権
の
管
理
分
野
が
細
分
化
さ
れ
た
後
も
、
完
備
さ
れ
た
全
国
規
模
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
依
然
と
し
て
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
強

み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3
・
1
・
5　

充
実
な
海
外
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
諸
外
国
の
音
楽
著
作
権
管
理
団
体
と
も
互
い
の
受
託
楽
曲
を
管
理
し
合
う
た
め
の
相
互
管
理
契
約
を
締
結
し
て
お

り
、
二
〇
二
三
年
四
月
時
点
で
九
七
ヵ
国
四
地
域
の
一
二
七
団
体
と
相
互
管
理
契
約
を
結
ん
で
い
る）11
（

。
日
本
で
は
、
国
外
の
音
楽
著
作

権
管
理
団
体
と
相
互
管
理
契
約
を
締
結
し
て
い
る
管
理
事
業
者
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
み
で
、
日
本
で
使
用
さ
れ
る
外
国
楽
曲
の
ほ
と
ん

ど
が
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
入
会
す
れ
ば
、
自
己
の
楽
曲
が
海
外
で
利
用
さ
れ
て
も
、
使
用

料
の
徴
収
と
分
配
は
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
著
作
者
が
音
楽
出
版
社
に
著
作
権
を
譲
渡
し
た
場
合
で
も
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
入
会
し
な
け

れ
ば
、
海
外
に
お
け
る
録
音
権
の
使
用
料
の
み
、
海
外
の
音
楽
著
作
権
管
理
団
体
→
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
→
音
楽
出
版
社
と
い
う
経
由
で
徴
収･

分
配

さ
れ
る
が
、
演
奏
権
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
海
外
の
管
理
団
体
か
ら
分
配
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
徴
収
す
ら
さ
れ
な
い
の
で
あ
る）11
（

。）。
著

作
者
が
使
用
料
の
徴
収
と
分
配
を
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
頼
ら
ず
、
自
ら
海
外
の
音
楽
著
作
権
管
理
団
体
と
連
絡
を
取
っ
て
直
接
契
約
す
る

と
い
う
方
法
も
理
論
上
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
著
作
者
本
人
が
他
国
の
言
語
を
駆
使
し
て
複
数
の
海
外
管
理
団
体
と
契
約
で
き
る
か
、

ま
た
仮
に
作
品
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
複
数
の
国
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
作
家
と
し
て
創
作
活
動
の
傍
ら
複
数
の
管
理

団
体
と
個
別
に
契
約
や
連
絡
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
面
倒
さ
や
事
務
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、
い
っ
そ
う
の
こ
と
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ

Ｃ
に
入
会
し
て
お
い
た
ほ
う
が
確
か
に
得
策
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
会
員
と
な
る
と
、
録
音
権
使
用
料
の
遡

及
徴
収
等
も
可
能
と
な
る）19
（

。
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他
方
で
、N

exT
one

も
長
年
の
準
備
を
経
て
二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
、
海
外
管
理
の
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
た
が
、
そ
の
仕
組
み
は
、

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
各
国
の
管
理
団
体
と
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
て
い
る
相
互
管
理
契
約
方
式
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
管

理
団
体
で
あ
るSA

CEM

（
演
奏
権
）、SD

RM

（
録
音
権
）
を
通
じ
て
、
相
互
管
理
で
は
な
く
、
片
務
契
約
と
い
う
形
で
間
接
的
に
楽

曲
の
海
外
管
理
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
が）20
（

、
本
格
的
な
国
際
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
い
た
め
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
同
列
に
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
で
、
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
に
お
け
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
代
表
的
な
強
み
を
説
明
し
た
。
次
に
、
競
争
者
で
あ
るN

exT
one

に
つ
い
て
も
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

3
・
2　

N
exT
one

の
強
み

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
事
件
が
起
き
る
ま
で
、
管
理
方
法
の
面
に
お
い
て
、
例
え
ば
委
託
範
囲
の
柔
軟
性
や
管
理
手
数
料
の
安
さ
等
、

N
exT

one

に
は
多
く
の
強
み
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
事
件
以
降
、
本
稿
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ

が
競
争
を
意
識
し
た
様
々
な
改
善
と
取
り
組
み
を
取
り
入
れ
、
巨
大
な
が
ら
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
集
団
管
理
事
業
者
へ
と
進
化
し
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
に
伴
い
、N

exT
one

の
特
色
と
強
み
が
徐
々
に
薄
れ
て
い
く
感
は
否
め
な
い
。
勿
論
、e-license

と
Ｊ
Ｒ
Ｃ
が
事
業
統
合

し
て
生
ま
れ
たN

exT
one

は
成
長
し
、
管
理
楽
曲
数
の
増
加
と
と
も
に
売
上
高
が
増
え
つ
つ
あ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
増
収

増
益
を
支
え
る
土
台
は
、
音
楽
著
作
権
の
管
理
と
い
う
よ
り
も
、
配
信
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
原
盤
供
給
（
Ｄ
Ｄ
業
務
）
に
依
存
し

て
い
る
。

N
exT

one

の
増
収
増
益
を
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
の
競
争
に
勝
っ
て
い
る
証
と
す
る
よ
う
な
主
張
も
散
見
す
る
。
し
か
し
、
原
盤
供
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給
業
務
と
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
著
作
権
管
理
業
務
と
は
、
も
と
も
と
競
争
市
場
を
異
に
す
る
役
務
で
あ
り
、

売
り
上
げ
だ
け
が
先
走
り
す
る
よ
う
な
比
較
は
本
来
、
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い）22
（

。
他
方
で
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
の
現
状
と
い
う
と
、
コ
ロ
ナ
感
染
か
ら
の
回
復
に
伴
い
、
二
〇
二
二
年
度
通
期
で
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の

分
配
金
は
、
演
奏
会
等
の
分
野
に
お
い
て
前
年
度
比
一
五
七
・
三
％
、
社
交
場
カ
ラ
オ
ケ
の
分
野
に
お
い

て
前
年
度
比
一
〇
七
・
五
％
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
配
信
の
分
野
に
お
い
て
前
年
度
比
一
一
六
・
四
％
の

成
長
を
遂
げ
る
等
、
全
体
で
過
去
最
高
の
分
配
額
を
記
録
し
た）23
（

。
こ
の
よ
う
に
、
単
純
に
管
理
楽
曲
の
増

加
に
伴
う
増
収
増
益
を
、
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
分
野
に
お
け
る
競
争
上
の
変
化
と
捉
え
る
に
は
、
少
な

く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
な
さ
な
い
。

で
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
の
競
争
に
お
い
て
、N

exT
one

な
ら
で
は
の
強
み
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
荒

川
氏
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
「
著
作
権
管
理
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
各
種
周
辺
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
は
、
当

社
の
最
大
の
強
み
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う）24
（

。

確
か
に
、
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
や
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
パ

ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
と
い
っ
た
音
楽
業
界
の
大
手
を
株
主
と
す
るN

exT
one

は
、
音
楽
著
作
権
の
管
理
を
入

口
に
、
原
盤
供
給
の
ほ
か
に
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
や
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
関
連

の
シ
ス
テ
ム
開
発
・
提
供
等
、
多
様
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
を
目
指
そ
う

と
す
る
動
向
が
、
近
年
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
確
立
し
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
生
ま
れ
れ
ば
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
だ
け
で
な
く
、
レ
コ
ー
ド
会
社
を
含
む
音
楽
業
界

の
レ
イ
ヤ
ー
全
員
に
と
っ
て
、
ラ
イ
バ
ル
的
な
存
在
に
な
り
う
る
。

NexTone 著作権等管理事業セグメント別業績（※本稿執筆時の最新データ）（21）

（百万円） 2022/ 3 期 2023/ 3 期 前年同期比 2022/ 3 期 2023/ 3 期
3 Q 3 Q実績 増減 増減率 通期 通期見通し

売上高

著作権等管理事業 1 ,011 1 ,911 ＋914 ＋19. 3 ％ 1 ,112 1 ,110

著作権管理業務 141 101 ＋119 ＋29. 0 ％ 123 1 ,090

DD 業務 4 ,413 1 ,211 ＋101 ＋11. 0 ％ 1 ,019 1 ,120

営業利益 111 1 ,011 ＋201 ＋23. 1 ％ 1 ,211 1 ,100
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NexTone が目指している利用促進のプロモーター的存在（25）

著作権管理業務

楽曲の深く広い浸透を促進
著作権者・利用者・当社の
三方総メリット構造

✓
✓

DD業務 キャスティング事業
・権利処理ノウハウのシステム
化・自動化
・プロダクション、レコード会
社、音楽出版社などの幅広い
ネットワーク

膨大な著作権
とその利用

利用者への訴求強化
による利用促進

＝コンテンツ売上の最大化

・配信プラット
フォームへの原
盤供給

・音楽コンテンツの
利用促進をコー
ディネート

「Official 髭男 dism」との取組事例

楽曲の著作権を管理
著作権管理業務

ライブの協賛企業を斡旋
（KDDI）

キャスティング事業

音源・映像の
ディストリビューション

DD業務
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3
・
3　

音
楽
著
作
権
管
理
競
争
の
行
く
末

本
節
に
お
い
て
、
音
楽
著
作
権
管
理
競
争
に
つ
い
て
、
広
い
視
点
か
ら
予
想
的
な
検
討
を
行
い
た
い
。

3
・
3
・
1　

既
存
管
理
団
体
間
の
競
争

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
今
後
も
し
ば
ら
く
文
化
庁
の
指
定
管
理
事
業
者
と
し
て
、
音
楽
著
作
権
管
理
業
務
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、N

exT
one

は
著
作
権
管
理
以
外
の
分
野
（
Ｄ
Ｄ
業
務
等
）
で
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
て
い
る
が
、
音
楽
著

作
権
の
管
理
と
い
う
分
野
に
お
い
て
、
ま
だ
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
太
刀
打
ち
す
る
ほ
ど
の
基
盤
と
能
力
を
有
し
な
い
た
め
、
存
続
す
る
た

め
に
は
、
著
作
権
の
管
理
を
入
口
に
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
や
ソ
ニ
ー
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
な
が
ら
、
著
作
権
管
理
周
辺
分
野
へ
の
開
拓
を

進
め
る
の
が
む
し
ろ
必
然
的
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
荒
川
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
著
作
権
管
理
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
各
種
周
辺
サ

ー
ビ
ス
の
展
開
は
、
当
社
の
最
大
の
強
み
で
あ
る
」。
原
盤
供
給
等
の
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
、
著
作
権
管
理
の
事
業
拡

大
を
虎
視
眈
々
に
狙
う
姿
勢
が
、
今
後
も
し
ば
ら
く
続
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
し
か
し
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
管
理
市
場
を
独
占
し
よ
う
が
、N

exT
one

が
シ
ェ
ア
の
拡
大
を
狙
お
う
が
、
い
ず
れ
著
作
権

の
集
中
管
理
と
い
う
市
場
の
経
済
規
模
は
縮
小
し
、
行
く
先
は
必
要
最
小
限
の
集
中
管
理
団
体
し
か
生
き
残
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
変

化
も
予
想
さ
れ
う
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
ラ
イ
ツ
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
台
頭
と
、
作
曲
Ａ
Ｉ

の
進
歩
や
普
及
に
あ
る
。
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3
・
3
・
2　

伝
統
を
刷
新
す
る
ラ
イ
ツ
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
成
長

ひ
と
昔
、
音
楽
を
作
れ
る
の
は
レ
コ
ー
ド
会
社
だ
け
で
、
音
楽
を
使
用
す
る
の
は
テ
レ
ビ
局
や
企
業
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当

今
、
音
楽
は
よ
り
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
個
人
で
も
手
軽
に
音
楽
作
品
を
制
作
し
た
り
、
自
作
動
画
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
音
楽

を
使
用
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
集
中
管
理
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
移
り
変
わ
り
に
ほ
と
ん
ど
追
い
付
い

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
筆
者
自
身
の
経
験
談
だ
が
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
動
画
の
制
作
に
楽
曲
を
使
用
す
る
た
め
に
、

当
初
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
楽
曲
を
申
請
し
て
契
約
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
た
だ
で
さ
え
面
倒
な
楽
曲
の
著
作
権
許
諾
手
続
き
の
後
、

便
に
自
分
で
原
盤
権
を
持
つ
レ
コ
ー
ド
会
社
を
探
し
出
し
、
改
め
て
原
盤
（
著
作
隣
接
権
）
の
使
用
許
諾
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
煩
雑
な
手
続
き
が
徐
々
に
億
劫
に
な
り
と
う
と
う
断
念
し
た
こ
と
が
あ
る
。
音
楽
の
ニ
ー
ズ
や
使
わ
れ
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て

い
る
が
、
既
存
の
集
中
管
理
団
体
の
シ
ス
テ
ム
は
い
ま
だ
に
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。
著
作
者
の
利
益
の
た
め
に
と
、
か
ざ
し
て
も
、
果
た

し
て
若
手
世
代
著
作
者
の
意
思
を
反
映
し
、
音
楽
の
発
展
に
良
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
既
存
の
著
作
権
集
中
管
理
団
体
と
一
線
を
画
し
、
世
界
範
囲
で
楽
曲
ラ
イ
セ
ン
ス
の
契
約
や
運
用
管
理
を
担
い
始
め
る
存

在
と
し
て
、
ラ
イ
ツ
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
以
下
、「RCM

 Platform

」
と
い
う
）
の
台
頭
が
ま
す
ま

す
注
目
さ
れ
て
い
る
。
既
存
の
集
中
管
理
団
体
と
同
様
に
、
作
詞
・
作
曲
の
著
作
権
利
用
を
許
諾
し
、
著
作
者
へ
の
使
用
料
徴
収
と
分

配
機
能
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
原
盤
（
演
奏
さ
れ
て
い
る
完
成
形
の
楽
曲
）
の
利
用
を
直
接
許
諾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

本
来
レ
コ
ー
ド
会
社
が
持
つ
著
作
隣
接
権
の
許
諾
管
理
機
能
ま
で
備
え
て
い
る
便
利
な
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
例
え

ば
、A

rtlist

やEpidem
ic Sound

、A
udiostock

等
で
あ
る
。
基
本
、
定
額
制
で
電
子
決
済
に
て
瞬
時
に
世
界
中
の
楽
曲
許
諾
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
使
い
た
い
完
成
形
の
楽
曲
を
た
と
え
商
業
利
用
で
も
、
誰
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
何
度
で
も
自
由
に
使
え
る
の

で
、
既
存
の
管
理
団
体
及
び
レ
コ
ー
ド
会
社
と
の
煩
雑
な
手
続
き
や
使
い
勝
手
と
比
べ
る
と
、
ま
さ
し
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
ス
ト
レ
ス
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フ
リ
ー
と
言
え
る
便
利
で
柔
軟
な
管
理
方
式
で
あ
る
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
が
Ｃ
Ｄ
等
へ
の
収
録
・
発
売
を
含
む
一
部
の
利
用
形
態

に
つ
い
て
は
、
追
加
の
申
請
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と
な
る
）。
し
か
も
、
使
用
料
は
既
存
の
集
中
管
理
団
か
ら
の
許
諾
よ
り
も
遥
か
に
安
価
で
、

成
果
物
も
基
本
、
永
久
ラ
イ
セ
ン
ス
と
な
る
。
実
際
にN

IK
E

やM
icrosoft

、BM
W

等
著
名
企
業
の
Ｃ
Ｍ
だ
け
で
な
く
、
映
画
制

作
会
社
等
に
も
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
既
存
の
集
中
管
理
団
体
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
、
未
来
の
よ
り
自
由
で
開

か
れ
た
管
理
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
く
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
あ
る
。

3
・
3
・
3　

著
作
権
集
中
管
理
の
変
容
を
引
き
起
こ
す
Ａ
Ｉ
作
曲
技
術
の
進
歩
と
応
用

も
は
や
「
生
成
Ａ
Ｉ
、
作
曲
だ
っ
て
お
手
の
物　

テ
ン
ポ
や
ム
ー
ド
選
ぶ
だ
け
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
タ
イ
ト
ル
を
頻
繁
に
目
に
す

る
時
代
と
な
っ
て
き
た）21
（

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
の
容
貌
は
勿
論
、
声
ま
で
完
全
に
再
現
又
は
生
成
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る）21
（

。
Ｃ
Ｍ
や
映
画
、
ゲ
ー
ム
か
ら
Ｃ
Ｄ
の
発
売
や
音
楽
の
配
信
ま
で
、
す
べ
て
利
用
者
自
身
が
Ａ
Ｉ
に
新
曲
を
生
成
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
つ
つ
あ
る
の
で
、
果
た
し
て
今
ま
で
の
よ
う
に
高
い
許
諾
使
用
料
を
支
払
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
は
あ
る
で
あ
ろ

う
か
。
時
代
の
要
請
が
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
現
在
の
著
作
権
集
中
管
理
団
体
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
需
要
が
な
く
な
れ
ば
、
集
中
管

理
団
体
が
存
在
す
る
理
由
も
な
く
な
る
。

英
字
新
聞
と
し
て
の
発
行
数
が
世
界
最
多
を
誇
るT

he T
im

es of India

に
、
最
近“T

he im
pact of A

I on the m
usic indus-

try”

と
い
う
興
味
深
い
電
子
版
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。「
全
体
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
は
10
年
前
の
音
楽
業
界

の
仕
組
み
を
破
壊
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
他
の
方
法
で
は
対
処
す
る
の
が
難
し
す
ぎ
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
プ
ロ
セ
ス
が
簡
素
化
さ
れ
た
。

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
常
に
新
し
い
デ
ー
タ
が
提
供
さ
れ
、
進
化
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
音
楽
産
業
に
お
け
る
そ
の
存
在
感
は

ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
音
楽
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
双
方
に
革
命
を
も
た
ら
す
に
間
違
い
な
い
。」。）

21
（
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他
方
で
、
生
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
の
ラ
イ
ブ
を
味
わ
い
た
い
と
い
う
ユ
ー
ザ
ー
も
多
く
、
各
地
の
演
奏
権
使
用
料
の
徴
収
に
は
既
存
の

集
中
管
理
団
体
が
必
要
な
た
め
、
Ａ
Ｉ
は
既
存
の
管
理
体
制
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
、
と
い
う
意
見
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
筆
者
も
尊
重
し
、
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
完
全
にA

BBA

の
ア
バ
タ
ー
で
演
出
さ
れ
て
い
るA

BBA
 V

oyage

バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
イ
ブ
（
会
場
は
ロ
ン
ド
ン
に
特
設

さ
れ
たA

BBA
 A

rena

と
呼
ば
れ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
施
設
）
が
二
〇
二
二
年
よ
り
既
に
試
験
的
に
始
ま
り
、
予
想
を
超
え
た
反
響

を
得
た
た
め
、
ラ
イ
ブ
期
間
を
二
〇
二
四
年
以
降
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
世
界
中
の
音
楽
フ
ァ
ン
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る）21
（

。
今

後
、
Ａ
Ｉ
技
術
を
応
用
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
イ
ブ
は
生
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト）29
（

の
ラ
イ
ブ
に
完
全
に
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、

匹
敵
す
る
ほ
ど
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
つ
こ
と
は
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ）30
（

う
。

演
奏
権
の
使
用
料
徴
収
と
い
っ
て
も
、
現
在
のRCM

 Platform

で
ラ
イ
セ
ン
ス
さ
れ
て
い
る
楽
曲
で
も
、
既
に
演
奏
権
利
用
形

態
の
一
部
に
対
応
し
て
お
り
（
ラ
イ
セ
ン
ス
料
に
は
、
想
定
さ
れ
る
演
奏
権
に
関
わ
る
利
用
形
態
の
一
部
が
予
め
含
ま
れ
て
い
る
。
演
奏
権
を

勝
手
に
利
用
さ
せ
な
い
と
い
う
従
来
の
独
占
権
型
（
禁
止
権
型
）
の
思
考
と
反
対
に
、
最
初
か
ら
演
奏
権
も
自
由
に
利
用
さ
せ
よ
う
と
い
う
ラ
イ

ツ
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
型
の
思
考
を
前
提
と
す
る
発
想
で
あ
る
）、
追
加
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
事
前
許
諾
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
更
に
完
備
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
演
奏
権
に
関
わ
る
課
題
は
ほ
と
ん
ど
解
決
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進

歩
と
応
用
に
よ
り
、
た
と
え
演
奏
権
の
管
理
に
お
い
て
も
、
飛
躍
的
な
変
化
が
起
こ
り
う
る
と
い
う
の
が
、
従
前
か
ら
の
一
貫
し
た
筆

者
の
考
え
で
あ
る）31
（

。

3
・
3
・
4　

新
た
な
パ
ワ
ー
と
伝
統
的
な
パ
ワ
ー
の
ぶ
つ
か
り
合
い

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
既
存
の
著
作
権
集
中
管
理
と
い
う
市
場
の
経
済
規
模
は
縮
小
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
理
由
は
、RCM

 



105　　 音楽著作権管理競争の変容と行く末（2・完）（姜　連甲）

Platform

の
成
長
と
作
曲
Ａ
Ｉ
等
の
技
術
応
用
に
あ
る
。

RCM
 Platform

と
作
曲
Ａ
Ｉ
の
進
化
は
、
音
楽
の
著
作
権
管
理
だ
け
で
な
く
、
原
盤
権
ビ
ジ
ネ
ス
も
巻
き
込
む
現
存
の
音
楽
業
界

を
す
べ
て
取
り
壊
し
て
再
構
築
す
る
と
い
う
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
既
得
権
益
（
既
存
の
集
中
管
理
団
体
や
音
楽
出
版
社
等
、

レ
コ
ー
ド
会
社
）
か
ら
の
激
し
い
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
。
今
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
下
で
確
立
さ
れ
て
き
た
、
音
楽
産
業
の
源
泉
で
あ
る
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
の
印
税
収
益
は
保
障
さ
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
指
摘
も
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
マ
ネ
ー
の
た
め
に
音
楽
を

創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
好
き
だ
か
ら
音
楽
を
作
る
と
い
う
初
志
を
抱
く
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ら
は
、
楽
曲
の
管
理
方
法
や
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ

イ
ル
が
ど
う
変
わ
ろ
う
が
、
新
し
い
音
楽
を
創
作
し
続
け
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
作
権
管
理
団
体
、
音
楽
出
版
社
、
更
に
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
多
重
に
手
数
料
を
取
ら
れ
る
よ
り
も
、
Ａ
Ｉ
技
術
とRCM

 Platform

の
力
を
活
用
し
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身
が

ビ
ジ
ネ
ス
の
主
体
と
な
っ
て
音
楽
活
動
を
展
開
し
、
必
要
に
応
じ
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
（
現
在
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
や
レ
コ
ー
ド

会
社
の
役
割
）
を
補
助
的
に
利
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
勃
興
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
経
済
誌FO

R
BE

S

は
、“T

he A
m

azing W
ays A

rtificial Intelligence Is T
ransform

ing T
he M

usic Indus-

try”

と
題
す
る
記
事
（
電
子
版
）
の
中
で
、
音
楽
産
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
詳
し
い
専
門
家
の
見
方
を
紹
介
し
、
Ａ
Ｉ
・

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
っ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
に
よ
り
、
音
楽
業
界
に
お
い
て
事
業
者
や
商
品
が
音
楽
と

人
々
を
つ
な
ぐ
媒
体
と
し
て
の
役
割
が
不
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
、
音
楽
著
作
権
管
理
団
体
や
レ
コ
ー
ド
会
社
の
存
在
も
、

よ
り
直
接
的
な
関
係
を
築
け
る
新
た
な
手
段
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
リ
ス
ナ
ー
の
接
点
は
よ
り
直
接
的
で
、
音
楽
の

流
通
や
収
益
の
分
配
も
効
率
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る）33
（

。

他
方
で
、RCM

 Platform

が
従
来
の
著
作
権
管
理
団
体
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
も
、
楽
曲
の
不
正
利
用
等
の
違
法
行
為
が
根
絶
す
る

こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
取
り
締
ま
り
や
訴
訟
の
面
に
お
い
て
、
既
存
の
著
作
権
管
理
団
体
が
引
き
続
き
役
割
を
果
た
せ
る
の
で
音
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楽
著
作
権
管
理
事
業
の
経
済
規
模
が
縮
小
し
て
い
き
、
役
割
が
大
き
く
変
遷
し
て
い
く
と
し
て
も
、
必
要
最
小
限
の
管
理
団
体
が
、
生

き
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る）32
（

。

4　

結
び

本
稿
で
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
事
件
以
降
、
音
楽
著
作
権
管
理
市
場
で
起
き
て
い
た
変
化
を
考
察
し
、
更
に
管
理
競
争
の
行
方
を
占
う

の
に
重
要
と
思
わ
れ
る
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
競
争
相
手
で
あ
るN

exT
one

の
強
み
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。
そ
の
上
で
、
両
者
の
競

争
を
後
目
に
、RCM

 Platform
と
い
う
強
力
な
新
興
勢
力
が
世
界
範
囲
で
徐
々
に
需
要
を
伸
ば
し
、
利
用
者
層
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
あ

り
、
更
に
、
作
曲
Ａ
Ｉ
の
進
歩
と
応
用
も
相
ま
っ
て
、
音
楽
の
創
作
と
使
用
を
抑
圧
し
て
い
た
技
術
と
制
度
上
の
障
壁
が
乗
り
越
え
ら

れ
つ
つ
あ
る
。
自
由
に
音
楽
を
作
り
た
い
、
簡
単
に
音
楽
を
使
い
た
い
と
い
っ
た
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
れ
ば
満
た
さ
れ
る
ほ
ど
、
既
存

の
集
中
管
理
団
体
が
果
た
す
役
割
も
徐
々
に
収
斂
し
て
い
き
、
ほ
か
の
組
織
形
態
に
変
容
す
る
か
、
又
はRCM

 Platform

と
事
業

の
連
携
若
し
く
は
統
合
す
る
こ
と
も
考
え
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
な
転
換
は
、
数
十
年
単
位
と
い
う
ス
パ
ン
で
徐
々
に
変
遷
し
現
実
の
も

の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
、
二
〇
二
三
年
現
在
、
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
新
た
に
登

場
し
、
新
た
な
可
能
性
と
選
択
肢
を
呈
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
で
、RCM

 Platform

は
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。
複
数
併
存
す
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
間

の
競
争
が
避
け
ら
れ
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
部
性
と
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
に
よ
り
、
再
び
一
つ
の
巨
大
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
集
約
さ

れ
て
い
く
蓋
然
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
自
由
度
や
利
便
性
の
面
に
お
い
て
、
今
ま
で
の
集
中
管
理

団
体
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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注（
1
）　

信
託
協
会
に
よ
る
信
託
制
度
の
説
明
で
、
非
常
に
理
解
さ
れ
や
す
い
解
説
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
の
解
説
を
援
用
す
る
。https://w

w
w

.
shintaku-kyokai.or.jp/trust/

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

（
2
）　

委
任
等
、
著
作
権
が
受
任
者
に
移
転
し
な
い
方
法
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
は
、
違
法
利
用
の
被
害
を
受
け
て
も
、
権
利
者
自
身
（
委
任
者
）
が
訴
訟

等
を
用
い
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
者
が
不
正
利
用
に
対
処
し
な
け
れ
ば
（
又
は
対
処
で
き
な
け
れ
ば
）、
管
理
事
業
者
は
正
常
に
管
理
業

務
を
遂
行
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
る
。

た
だ
、
信
託
方
式
よ
り
も
、
委
任
方
式
の
ほ
う
が
導
入
し
や
す
く
、
管
理
業
務
の
コ
ス
ト
が
低
い
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
る
の
で
、N

exT
one

は
当
面
、

信
託
方
式
に
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
し
な
い
方
針
の
よ
う
で
あ
る
（
荒
川
祐
二
代
表
取
締
役
Ｃ
Ｏ
Ｏ
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
回
答
に
よ
る
）。

（
3
）　

二
〇
二
一
年
九
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
音
楽
著
作
権
管
理
者
養
成
講
座
に
お
け
る
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
企
画
部
長
の
池
上
光
朗
氏
に
よ
る
説
明
に
よ

る
。

（
4
）　

例
え
ば
、
音
楽
に
はJ-PO

P

やJ-RO
CK

、
演
歌
、
歌
謡
曲
等
の
よ
う
に
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
理
事
会
等
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
構
成
に
よ
っ

て
は
、
利
用
統
計
や
使
用
料
分
配
に
お
け
る
特
定
ジ
ャ
ン
ル
の
楽
曲
に
対
す
る
偏
っ
た
配
慮
が
考
え
ら
れ
う
る
。
ま
た
、「
黒
い
霧
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
事
件
が
起
き
て
い
た
よ
う
に
、
信
託
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
管
理
団
体
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
内
部
の
不
正
行
為
を
完
全
に
防
げ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。

（
1
）　
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（｢

出
張
所｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
構
築
は
協
会
設
立
（
東
京
）
翌
年
の
一
九
四
〇
年
（
大
阪
）
に
始
ま
り
、

管
理
体
制
の
本
格
的
整
備
は
一
九
五
〇
年
よ
り
始
ま
っ
た
。
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
七
〇
年
史 : 

音
楽
文
化
の
発
展
を
願
っ
て
』
一
八

頁
、
二
七
頁
（
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
、
二
〇
〇
九
）。

（
1
）　

日
本
音
楽
出
版
社
協
会
『
音
楽
著
作
権
管
理
者
養
成
講
座
テ
キ
ス
ト
』
Ⅱ
三
一
頁
（
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
、
二
〇
一
四
）。

（
1
）　

拙
稿
、
姜
連
甲
「『
独
占
的
状
態
の
規
制
』
に
関
す
る
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
に
お
け
る
再
検
討
（
四
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
六
八
巻
一
号
八
〇
頁

（http://hdl.handle.net/2115/（579（

）。

（
1
）　

括
弧
書
き
内
の
記
述
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ
た
音
楽
著
作
権
管
理
者
養
成
講
座
に
お
け
る
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
演
奏
部
部



立正法学論集第 57 巻第 1 号（2023） 　　108

長
奥
西
望
氏
の
説
明
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

例
え
ば
、
演
奏
権
の
管
理
に
つ
い
てN

exT
one

は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
明
し

て
い
る
（https://w

w
w

.nex-tone.co.jp/copyright/

、
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

以
下
の
利
用
許
諾
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
代
表
団
体
と
調
整
中
と
な
っ
て
お
り
、
使
用
料
の
徴
収
お
よ
び

分
配
の
開
始
時
期
は
未
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

⑴
演
奏
権
等
の
内
「
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
」「
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」「
楽
器
教
室
」
に
関
す
る
利
用

許
諾

⑸
上
映
・
Ｂ
Ｇ
Ｍ
等
の
内
「
Ｂ
Ｇ
Ｍ
」
に
関
す
る
利
用
許
諾

（
10
）　
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
全
国
各
地
に
配
置
し
て
い
る｢

Ｇ
メ
ン｣

に
つ
い
て
、
紋
谷
暢
男
編
『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
概
論
─
音
楽
著
作
権
の
法
と
管
理
』
一
六
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い

（
以
下
、
紋
谷
『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
概
論
』
と
い
う
）。

（
11
）　

そ
の
た
め
、
田
口
『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
に
告
ぐ
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
に
衝
突
も
起
こ
る

ほ
ど
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
徴
収
方
法
に
対
し
て
は
以
前
か
ら
批
判
が
あ
る
と
い
う
（
田
口
広
睦
『
Ｊ
Ａ
Ｓ

Ｒ
Ａ
Ｃ
に
告
ぐ
』（
晋
遊
舎
、
二
〇
〇
八
））。

（
12
）　

使
用
料
の
徴
収
業
務
に
つ
い
て
、
前
田
哲
男
等
『
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
の
著
作
権
』
一
三
六
頁
（
社
団
法

人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
）
等
、
安
藤
和
宏
『
よ
く
わ
か
る
音
楽
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス 

基
礎
編

（4th Edition
）』
六
五
頁
（
リ
ッ
ト
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
二
〇
一
一
）（
以
下
、
安
藤
『
基
礎
編
』
と
い

う
）
に
も
説
明
が
あ
る
。

（
13
）　

演
奏
権
の
管
理
に
つ
い
て
、
前
記
安
藤
『
基
礎
編
』
や
前
田
『
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
ほ
か
に
、
紋
谷

『
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
概
論
』
一
一
九-

一
二
一
頁
で
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

割
合
の
計
算
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ

管
理

楽
曲

の
演

奏
回

数

Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ

管
理

楽
曲

の
演

奏
回

数
＋

他
の

著
作

権
等

管
理

事
業

者
管

理
楽

曲
の

演
奏

回
数

JASRACと管理契約を締結している団体数

演奏権 録音権 合計

直接契約 91団体 14団体 109団体

間接契約 11団体 20団体 21団体

合計

111団体
91カ国 4 地域

（仏領ニューカレドニア
／香港／台湾／マカオ）

94団体
19カ国 4 地域

（仏領ニューカレドニア
／香港／台湾／マカオ）

121団体
91カ国 4 地域

（仏領ニューカレドニア
／香港／台湾／マカオ）

 ―二〇二三年四月現在―
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（
11
）　

例
え
ば
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
ニ
ュ
ー
ス
、
二
〇
二
三
年
三
月
二
三
日
「
二
〇
二
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
催
さ
れ
る
演
奏
会
等
の
催
物

に
適
用
す
る
包
括
使
用
料
へ
の
み
な
し
の
利
用
割
合
に
つ
い
て
」https://w

w
w

.jasrac.or.jp/new
s/23/230323_2.htm

l

及
び
二
〇
二
三
年
三
月
二

七
日
「
二
〇
二
三
年
四
月
一
日
以
降
の
カ
ラ
オ
ケ
包
括
使
用
料
へ
の
み
な
し
の
利
用
割
合
に
つ
い
て
」https://w

w
w

.jasrac.or.jp/new
s/23/230327.

htm
l

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　

た
と
えN

exT
one

の
管
理
す
る
楽
曲
が
実
際
に
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
一
〇
〇
％
独
占
の
状
態
を
避
け
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
の
存

在
と
新
規
参
入
を
排
除
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
、
と
い
う
象
徴
的
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
る
。

（
11
）　

二
〇
二
三
年
時
点
に
お
け
る
海
外
の
著
作
権
管
理
団
体
と
の
締
結
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
公
表
デ
ー
タ
に
よ
る
）。

https://w
w

w
.jasrac.or.jp/link/overseas/index.htm

l

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

（
11
）　

こ
の
こ
と
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
公
表
資
料｢

使
用
料
が
作
詞
者
、
作
曲
者
、
音
楽
出
版
者
に
届
く
ま
で｣

に
お
い
て
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。https://w

w
w

.jasrac.or.jp/bunpai/charge/perform
ance.htm

l

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

（
19
）　

安
藤
『
基
礎
編
』
七
八-

七
九
頁
。

（
20
）　N

exT
one

は
、
海
外
の
楽
曲
作
品
を
日
本
国
内
で
著
作
権
管
理
す
る
事
業
能
力
を
有
し
な
い
た
め
、
片
務
契
約
と
い
う
方
式
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
管
理
団
体
に
相
応
の
代
行
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
21
）　

株
式
会
社N

exT
one

「
二
〇
二
三
年
三
月
期
第
三
四
半
期
決
算
説
明
資
料
」
六
頁
（
以
下
、「N

exT
one

資
料
」
と
い
う
）。

（
22
）　N

exT
one

に
は
、
原
盤
供
給
業
務
の
収
入
を
売
上
に
加
算
し
て
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
分
配
額
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
売
り
上
げ
ベ
ー
ス
の
シ

ェ
ア
増
加
を
示
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
著
作
権
隣
接
権
に
関
わ
る
原
盤
供
給
業
務
は
本
来
レ
コ
ー
ド
会
社
の
業
務
で
あ
り
、
著
作
権
の
管

理
業
務
と
は
も
と
も
と
異
な
る
市
場
の
役
務
で
あ
り
、
両
者
を
一
緒
に
取
り
扱
い
比
較
す
る
の
は
お
角
違
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
23
）　
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
二
〇
二
三
年
三
月
二
七
日
「
二
〇
二
三
年
三
月
分
配
実
績
お
よ
び
二
〇
二
二
年
度
通
期
の
分
配
実
績
－
二
〇
二
二

年
度
通
期
の
分
配
額
は
過
去
最
高
の
一
、二
五
六
億
円
余
と
な
り
ま
し
た
－
」https://w

w
w

.jasrac.or.jp/release/23/03_2.htm
l

（
二
〇
二
三
年
五

月
二
九
日
最
終
閲
覧
）。

（
24
）　

荒
川
祐
二
代
表
取
締
役
Ｃ
Ｏ
Ｏ
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
回
答
に
よ
る
。

（
21
）　N

exT
one

資
料
二
七-

二
八
頁
。

（
21
）　

本
文
で
紹
介
し
た
「
生
成
Ａ
Ｉ
、
作
曲
だ
っ
て
お
手
の
物　

テ
ン
ポ
や
ム
ー
ド
選
ぶ
だ
け
」
と
い
う
記
事
は
、
日
経
新
聞
の
電
子
版
で
二
〇
二
三
年
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五
月
二
一
日
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。https://w

w
w

.nikkei.com
/article/D

GX
ZQ

O
U

C10B4S0Q
3A

510C2000000/

（
二
〇
二
三
年
七
月
一

日
最
終
閲
覧
）。

（
21
）　
「
岸
田
首
相
の
声
ま
ね
、
Ａ
Ｉ
な
ら
自
由
自
在
?
技
術
者
ら
が
官
邸
で
実
演
」
朝
日
新
聞
電
子
版
二
〇
二
三
年
五
月
九
日
記
事
、https://w

w
w

.
asahi.com

/articles/A
SR5975X

9R59U
T

FK
01（.htm

l

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

（
21
）　“

T
he im

pact of A
I on the m

usic industry.”
A

pril 29, 2023. T
he T

im
es of India. Retrieved from

 https://tim
esofindia.

indiatim
es.com

/blogs/voices/the-im
pact-of-ai-on-the-m

usic-industry/ A
ccessed on July 1, 2023.

（
29
）　

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttps://abbavoyage.com

/

（
二
〇
二
三
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）。

（
30
）　

本
稿
に
お
け
る
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と
い
う
用
語
は
、
作
詞
・
作
曲
の
著
作
権
者
と
演
奏
家
の
著
作
隣
接
権
者
の
両
方
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
用

い
て
い
る
。

（
31
）　A

BBA
 V

oyage

バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
イ
ブ
は
、A
BBA

グ
ル
ー
プ
と
い
う
生
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
実
在
し
た
か
ら
、
盛
況
を
呈
し
た
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
た
と
え
生
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
イ
ブ
が
盛
り
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
映
画
、
ド
ラ
マ
及
び
漫
画
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
架
空
の
人
物
を
用
い
て
い
る
し
、
人
気
の
高
い
バ
ー
チ
ャ
ル
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
す

ぐ
思
い
浮
か
ぶ
「
初
音
ミ
ク
」
等
が
い
る
。
更
に
、
メ
タ
バ
ー
ス
の
よ
う
な
仮
想
空
間
サ
ー
ビ
ス
の
新
興
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
世
界
よ
り
バ
ー

チ
ャ
ル
の
世
界
を
求
め
る
ユ
ー
ザ
ー
が
増
え
て
き
て
い
る
。
人
間
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
進
化
を
阻
む
存
在
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

（
32
）　

筆
者
の
博
士
論
文
、「
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
に
お
け
る
独
占
問
題
と
独
占
禁
止
法
の
適
用 : 

独
占
的
状
態
規
制
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
研
究
」

北
海
道
大
学
学
術
成
果
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
三
頁
（https://doi.org/10.14943/doctoral.k11928

）。

（
33
）　“ T

he A
m

azing W
ays A

rtificial Intelligence Is T
ransform

ing the M
usic Industry.” July 5, 2019. Forbes. Retrieved from

 
https://w

w
w

.forbes.com
/sites/bernardm

arr/2019/07/05/the-am
azing-w

ays-artificial-intelligence-is-transform
ing-the-m

usic-
industry/?sh=3f38（44d5072 A

ccessed July 1, 2023.

（
34
）　

共
通
す
る
考
え
方
と
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
と
信
書
の
例
が
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
電
子
メ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
は
既
に

伝
統
の
信
書
等
に
取
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
信
書
に
は
信
書
な
ら
で
は
の
役
割
が
あ
る
た
め
、
利
用
量
が
減
っ
た
と
し
て
も
、
今

後
も
し
ば
ら
く
の
間
使
わ
れ
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。


